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都道府県	

保健所設置市		

特別区	 	 	 	 衛生主管部（局）長	殿	

	

	

厚生労働省医政局歯科保健課長	

（	公印省略）	

	

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除を踏まえ今後を見据えた	

歯科医療提供体制の検討及び歯科保健医療の提供について（依頼）	

	

＜中略＞	

	

記	

	

１	今後、歯科診療を実施する上での留意点について	

歯科医療に関連する院内感染の予防策については、「一般歯科診療時の院内感	

染対策に係る指針（第２版）」を参考に、引き続き標準予防策を徹底すること。	

さらに、標準予防策に加え、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、歯科診	

療の特性を踏まえた適切な感染予防策を講じること。	

なお、歯科診療を継続するために必要な院内感染予防対策については、関連学	

会から考え方が示されているので参考にすること。	

	

	

２	歯科疾患の予防・重症化予防の取組について	

緊急事態宣言の解除に際して、厚生労働省では新型コロナウイルス感染症対策	

専門家会議からの提言を踏まえ、「新しい生活様式」の実践例をお示ししたとこ	

ろ。「新しい生活様式」においても、健康で質の高い生活を営む上で、歯・口腔	

の健康の保持・増進を図ることは重要であることから、歯科医療機関において、	

歯科疾患の予防に関する適切な習慣の定着に向けた指導を含む口腔健康管理等、	

歯科疾患の予防や重症化予防の取組を図ること。	


